
＜別紙１＞ 

重要事項説明書 

あなたの申し出によりサービス提供を開始するにあたり、厚生省第３９号第４条によってわたしたち

があなたに説明すべき事項を次のとおり確認させていただきます。 

 

１．施設の概要 

（１）事業者の名称等 

事業者の名称 医療法人社団 三思医光会 

法人所在地 群馬県みどり市笠懸町阿佐美１１５５ 

法人種別 医療法人 

代表者氏名 理事長 駒井太一 

電話番号 ０２７７－７６－６３１１ 

ＦＡＸ番号 ０２７７－７６－６７６３ 

（２）施設の名称等 

施設の名称 介護老人保健施設 ケアピース 

施設の所在地 群馬県高崎市上豊岡町１１６８－１ 

管理者名 施設長 佐野敏男 

電話番号 ０２７－３４４－２８００ 

ＦＡＸ番号 ０２７－３４４－２７２７ 

（３）施設があわせて実施する事業 

事業の種類 
事業者指定 利用定員 

指定年月日 指定番号 人 

施設 介護老人保健施設 Ｒ7 年 3 月 1 日 1050280054 100 

居宅 

（介護予防）通所リハビリテーション Ｒ6 年 4 月 1 日 1050280054 30 

（介護予防）短期入所療養介護 Ｒ7 年 3 月 1 日 1050280054 - 

（介護予防）訪問リハビリテーション Ｒ6 年 4 月 1 日 1050280054  

（４）介護老人保健施設の目的と運営方針 

介護老人保健 

施設の目的 

１． 介護老人保健施設は、看護、医学的管理の下での介護やリハビリテー

ション、その他必要な医療と日常生活上の介護など介護老人保健施設

サービスを提供することにより、利用者の能力に応じた日常生活を営む

ことができるように支援し、在宅復帰を目指すことを目的としています。 

２． 居宅での生活を１日でも長く継続できるよう、短期入所療養介護や通所

リハビリテーションといったサービスを提供し、在宅ケアを支援すること

を目的としています。 

施設運営の方針 １．利用者の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう施

設サービス計画に基づいて、医学的管理の下におけるリハビリテーショ

ン、看護、介護その他日常生活に必要とされる医療並びに日常生活上

の支援を行い、居宅における生活への復帰を目指す。 

２．明るく家庭的な雰囲気を重視し、利用者がその生活において人間として



の権利をいささかも制限されず、尊厳をもって安心して生活ができるよう

サービス提供に努める。 

３．サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、入所者またはその家族

に対して療養上必要な事項について、理解しやすいように指導または説

明を行うとともに利用者の同意を得て実施するよう努める。 

４．利用者の意思および人格を尊重し、自傷他害のおそれがある等緊急や

むを得ない場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行わない。 

５．介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業

者、その他保健医療福祉サービス提供者および関係市町村と綿密な連

携を図るように努める。 

６．利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省の

ガイドラインに則り、当施設が得た個人情報については、当施設での介

護サービス提供以外の使用は原則的に行わないものとし、外部への情

報提供については、必要に応じて利用者またはその代理人の了解を得

ることとする。 

（５）敷地および建物面積等 

敷地 ５，３８３．５７㎡ 

建物 
構造 鉄筋コンクリート造２階建（耐火建築） 

延べ床面積 ３，５４６．９３㎡ 

（６）居室の種類および面積等 

居室の種類 室数 面積 １人あたり面積 

四人部屋 ２０室 ８３９．９４㎡ ４１．９９７㎡ 

二人部屋 ８室 １５５．９１㎡ １９．４８８㎡ 

個室 ４室 ４７．２１㎡ １１．８０２㎡ 

（７）主な設備 

設備の種類 数 面積 １人あたり面積 

食堂兼レクリエーションルーム ３ ２１５．９４㎡  

機能訓練室 ３ １２５．２３㎡ ４１．７４３㎡ 

一般浴室（１Ｆ） １ ３９．５２㎡  

一般浴室（２Ｆ） １ ３９㎡  

機械浴室 １ ４２．２８㎡  

診察室 １ １２．７０㎡  

デイケアルーム １ ８１．３６㎡  

談話室 １ ５７．４６㎡  

家族相談室 ２ ３２．０２㎡  

家族介護教室 １ ４０．５３㎡  

（８）利用定員 

入所   １００名      （ １Ｆ 一般棟 ６０名  ･  ２Ｆ 認知症専門棟 ４０名 ） 

通所 30 名 

 



（９）職員体制（主たる職員）令和３年４月１日現在 

 

２．サービス内容 

（１）介護保険給付サービス 

種  類 内     容 

施設サービス 

計画の立案 

・「どのような介護サービスを提供すれば家庭での生活を実現できるか」とい

う施設サービス計画に基づいてサービス提供されます。この計画は、利用

者に関するあらゆる職種の職員により協議されます。ご本人・保証人の希

望を十分取り入れ計画の内容については同意を得て交付させていただき

ます。 

食事 〔食事時間〕  

朝食  ８：００～９：００ 

昼食  １２：００～１３：００ 

夕食  １８：００～１９：００ 

・利用者の身体状況に配慮したバラエティーに富んだ食事を提供します。 

・食事はできるだけ離床して食堂ホールで摂っていただけるよう配慮します。 

・利用者ごとの摂食・嚥下機能および食形態にも配慮した栄養ケア計画を作

成し、ご本人・保証人の希望も取り入れ、計画の内容については同意を得

従業者の職種 常勤 非常勤 夜間 業務内容 

医  師 
最低基準 

１以上 
０ ０ 

利用者の病状及び心身の状況に応じて、日

常的な医学的対応を行う。 

看護職員 
最低基準 

８以上 
０ 

１ 

（又は

０） 

医師の指示に基づき、投薬、検温、血圧測

定等の業務及び施設サービス計画等に基

づく看護・介護を行う。 

薬剤師 
最低基準 

０.３以上 
０ ０ 

医師の指示に基づき、調剤，薬剤管理及び

服薬指導等を行う。 

介護職員 
最低基準 

１９以上 
０ 

３ 

（又は４） 
施設サービス計画等により、医学的管理に

基づく介護を行う。 

支援相談員 
最低基準 

２以上 
0 ０ 

利用者及び家族からの処遇上の相談に適

切に応じるとともに、入退所事務等を行う。 

理学療法士 

作業療法士 

言語聴覚士 

最低基準 

３以上 
０ ０ 

リハビリテーションプログラム等を作成し、理

学療法・作業療法・言語療法、その他必要

なリハビリテーションを計画的に行う。 

管理栄養士 
最低基準 

１以上 
０ ０ 

栄養管理・栄養マネジメント等、栄養状態の

管理を行う。 

歯科衛生士 
最低基準 

１以上 
０ ０ 口腔ケアマネジメント及び口腔ケアを行う。 

介護支援専門員 
最低基準 

１以上 
０ ０ 

施設サービス計画等の原案を作成し、その

他ケアマネジメントを行う。 

事務職員 
最低基準 

３以上 
０ ０ 

庶務、会計、介護報酬請求等の事務を行

う。 



てから実施させていただきます。進捗状況については、定期的に評価し

必要に応じて見直します。 

排泄 ・それぞれの状況に応じて適切な排泄介助を行います。排泄の自立につい

ても適切な援助を行います。 

入浴 ・年間を通じて週２回の入浴または清拭を行います。 

・寝たきり等で座位のとれない方のために機械浴槽も設置しておりご利用い

ただけます。 

離床・着替え整容等 ・寝たきり防止のため、できるだけ離床に配慮します。 

・生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。 

・個人としての尊厳に配慮し適切な整容が行われるよう援助します。 

・シーツ交換は、週１回以上実施します。 

機能訓練 ・リハビリ専門職によりリハビリテーション実施計画を作成し、それぞれの状況

に適合した機能訓練を行い、身体機能の低下を防止するよう努めます。リ

ハビリテーション実施計画は、利用者・保証人に説明し同意を得た上でリ

ハビリを開始いたします。 

・３月ごとに個別リハビリテーション実施計画書を作成し進捗状況を定期的に

評価し、必要に応じて見直しを行います。 

・当施設の保有するリハビリ器具  

移動式平行棒・滑車・階段・起立台・訓練用プラットホーム・訓練用歩行器 

四点杖・一本杖・エアロバイク・ホットパック・低周波・巧緻動作用具 

パワーリハビリ器具 

健康管理 ・医師、看護師により、日々の健康管理に努めます。 

・緊急時等は、主治医または専門医療機関に責任をもって紹介します。 

［当施設の医師］ 

   氏 名：佐野敏男   診療科：内科 

相談および援助 ・当施設は、利用者および保証人またそのご家族からの相談について、 

誠意をもって応じ、必要な援助を行うよう努めます。 

 相談担当者：介護支援専門員・支援相談員 

社会生活上の便宜 ・当施設では、必要な教養娯楽設備を整えるとともに、施設での生活を実り

あるものとするため、フロアー毎にレクリエーション行事を計画し実施しま

す。年間行事計画予定表は各フロアーに掲示してあります。 

・行政機関に対する手続きを代行して行う必要がある場合には、利用者また

はご家族に代わって行います。 

 

 

 

 

 

 

 



（２）介護保険給付外サービス 

種  類 内     容 

理容・美容 毎月 2 回理容師の出張による理髪サービスを利用いただけます。 

購入代行 利用者及びご家族が自ら購入が困難な場合は、施設の購入代行サービス

をご利用いただけます。 

 

３．要望または苦情申出先 

当事業所の 

相談窓口 

当施設の提供する介護保健施設サービスに対しての要望または苦情につ

いて、担当支援相談員に申し出ることができます。 

お申し出方法は、直接お申し出頂くか電話、ＦＡＸ、ご意見箱への投函等。 

専用の用紙は、正面玄関下駄箱上、１Ｆ通路、１Ｆサービスステーションカウ

ンター、エレベーター内に設置してあります。この用紙にご記入の上正面玄

関、郵便ポスト隣に設置してある『ご意見箱』に投函して下さい。 

ご意見に対し、すみやかに回答書を作成し正面玄関脇掲示版に掲示いたし

ます。 

窓口担当者：介護支援専門員・支援相談員  

受付時間：毎日 ９：００～１８：００ 

受付電話：０２７－３４４－２８００ 

受付ＦＡＸ：０２７－３４４－２７２７ 

高崎市介護保険 

担当課 

電話番号：０２７－３２１－１１１１  対応時間：平日 ８:３０～１７：１５ 

ＦＡＸ番号：０２７－３２６－７３８７ 

群馬県国民健康 

保険団体連合会 

苦情処理相談窓口 

 

 

電話番号：０２７－２９０－１３２３  対応時間：平日 ９：００～１６：００ 

ＦＡＸ番号：０２７－２５５－５０７７ 

第三者評価 実施していません。 

 

 

 

４．協力医療機関等 

医療機関名 駒井病院 

院 長 名 平松 範行 

所 在 地 群馬県高崎市矢島町４４９－２ 

電 話 番 号 ０２７－３５２－６２１２ 

診 療 科 内科・神経精神科・人工透析内科 

入 院 設 備 １００床 

救急指定の有無 無 

契約の概要 当施設と上記病院とは、利用者に病状急変が生じ診察もしくは入院の措置

を要する場合に対応が円滑に行われるよう連携を図り協力病院の医師の指

示に従う。 



医療機関名 第一病院 

院 長 名 田村 耕成 

所 在 地 群馬県高崎市下小鳥町１２７７ 

電 話 番 号  ０２７－３６２－１８１１ 

診 療 科 外・内・整形・胃・脳外・泌尿器・麻酔・放射線・リハビリ・肛門・歯科・皮膚 

入 院 設 備  １６５床 

救急指定の有無 有 

契約の概要 当施設と上記病院とは、利用者に病状急変が生じ診察もしくは入院の措置

を要する場合に対応が円滑に行われるよう連携を図り協力病院の医師の指

示に従う。 

 

医療機関名 ひろかみ歯科医院 

院 長 名 廣神 克彦 

所 在 地 群馬県高崎市我峰町２２０－２ 

電 話 番 号 ０２７－３４３－１７７７ 

診 療 科 歯科 

入 院 設 備 無 

救急指定の有無 無 

契約の概要 上記病院は、当施設利用者の求めに応じ往診治療を行う。 

 

５．事故発生時の対応 

事故発生時の 

対応 

・当施設は、サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに保険者及

び関係各機関ならびに利用者のご家族または身元保証人に連絡を行うとと

もに、必要な措置を講じます。 

事故発生時の 

賠償について 

・当施設は、万一の事故発生に備えて、保険会社の賠償責任保険に加入して

おります。 

 

６．非常災害対策 

消防計画の届出 消防署への届出日：令和 2 年４月１日 

防火管理者：事務長 浦野 敬善 

非常時の対応 別途定める「ケアピース消防計画」に則り対応を行います。 

近隣との協力 

関係 
近隣防災協力員を組織し非常時の応援協力を約束しています。 

防災訓練 別途定める「ケアピース消防計画」に則り年２回以上昼間および夜間を想定し

た避難訓練を、利用者も含め実施します。 

 

７．防災設備等 

設備名称 個数等 設備名称 個数等 

スプリンクラー 有 防火戸 有 



非常階段 有 ２か所 避難口 有 ５か所 

自動火災報知器 有 屋内消火栓 有 ５か所 

誘導灯誘導標識 有 ２９か所 非常通報装置 有 

非常警報装置 有 避難器具 無 

消火器 有 ２０か所   

 

８．当施設ご利用の際に留意いただく事項 

来訪・面会 来訪者は、面会時間（１０：００～１１：００ １５：００～１６：００）（一回１５分以

内で２名）をお守り下さい。 

（感染症や災害の影響により実施できない場合もあります。） 

その際は、事務所前の来所者カードにご記入下さい。 

外出・外泊 

 

当施設では、在宅復帰を目的としておりますので、外泊、外出等の機会を

お作り頂き、御家族様とのふれあいの時間をできるだけ多く持って頂くよう

お願い致します。 

外出・外泊の際には、必ず行き先や同伴者等を外出・外泊届出用紙にご

記入の上職員に提出して下さい。またご本人の心身の状況については、

必ず介護、看護職員からご確認下さい。外出・外泊中に体調不良などで

受診が必要になった場合は、必ず施設にご連絡下さい。帰苑時間は１７時

までにお願いします。 

居室・設備 

器具の利用 

施設内の居室や設備、器具は、本来の用法に従ってご利用下さい。 

これに反したご利用により破損等が生じた場合、賠償していただくことがあ

ります。 

喫煙 施設の敷地内は禁煙となっています。 

なお、喫煙された場合は、退所して頂く場合もあります。 

迷惑行為等 騒音等、他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮願います。また、むやみ

に他の利用者の居室等に立ち入らないようにして下さい。 

金銭・貴重等 

の管理 

金銭の持ち込みはお断りさせていただいております。 

その他の貴重品については、ご相談ください。 

備品などの持込 電気製品、テレビ等の持ち込みは、あらかじめご相談下さい。 

場合によっては制限させて頂くことがあります。 

なお、テレビを持ち込んでご覧頂く場合は、利用時間を７：００～２１：００に

制限させて頂きます。多床室ご利用の方は、他の方の迷惑にならないよう

日中もイヤフォンをご使用の上ご覧下さい。 

宗教活動・政治 

活動 

思想・宗教活動に関しては自由ですが、施設内で他の利用者に対する宗

教活動および政治活動はご遠慮下さい。 

営利行為 禁止しております。 

動物飼育 施設内のペットの持ち込みおよび飼育はご遠慮下さい。 

食費 外出・外泊や他科受診の際、施設で食事を摂らない場合は、５日前まで

に、お知らせください。5 日を過ぎるとキャンセル料が発生します。 

 



＜別紙２＞ 

 

１．ご利用のお申し込みに当たり、希望者の下記の証書を確認させていただきます。 

・介護保険被保険者証   ・介護保険負担割合証   ・介護保険負担限度額認定証（対象者） 

 

２．利用料 

【個人負担１割の場合】  
※ 基本報酬単価に対して地域加算１０．２７が乗算されます 

 

◆基本料金（１日の個人負担分） 

①『在宅強化型』 

区 分 
多床室 従来型個室 

単位 金額 単位 金額 

要介護 １ ８７１単位/日 ８９５円 ７８８単位/日 ８１０円 

要介護 ２ ９４７単位/日 ９７３円 ８６３単位/日 ８８７円 

要介護 ３ １，０１４単位/日 １，０４２円 ９２８単位/日 ９５３円 

要介護 ４ １，０７２単位/日 １，１０１円 ９８５単位/日 １，０１２円 

要介護 ５ １，１２５単位/日 １，１５６円 １，０４０単位/日 １，０６８円 

②『基本型』 

区 分 
多床室 従来型個室 

単位 金額 単位 金額 

要介護 １ ７９３単位/日 ８１５円 ７１７単位/日 ７３７円 

要介護 ２ ８４３単位/日 ８６６円 ７６３単位/日 ７８４円 

要介護 ３ ９０８単位/日 ９３３円 ８２８単位/日 ８５１円 

要介護 ４ ９６１単位/日 ９８７円 ８８３単位/日 ９０７円 

要介護 ５ １，０１２単位/日 １，０４０円 ９３２単位/日 ９５８円 

◆その他加算（※下記の加算項目に該当した場合には、個人負担金が必要になります） 

サービス内容 算定単位 金額 
初期加算（Ⅰ）(入所日から３０日以内) ６０単位/日 ６２円 

（Ⅱ）(入所日から３０日以内) ３０単位/日 ３１円 

夜勤職員配置加算  ２４単位/日 ２５円 
認知症ケア加算  ７６単位/日 ７８円 
協力医療機関連携加算（Ⅰ） （令和 7 年 3 月 31 日まで） 
              （令和 7 年 4 月 1 日より） 

１００単位/月 
５０単位/月 

１０３円 
５２円 

          （Ⅱ） ５単位/月 ６円 
認知症行動・心理症状緊急対応加算 （７日間を限度） ２００単位/日 ２０６円 
若年性認知症利用者受入加算 １２０単位/日 １２４円 

リハビリテーションマネジメント計画書情報加算（Ⅰ） ５３単位/月 ５５円 

（Ⅱ） ３３単位/月 ３４円 

短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ） 

（入所日から３月以内） 
２５８単位/日 ２６５円 



              （Ⅱ） 

（入所日から３月以内） 
２００単位/日 ２０６円 

認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ） 
（入所日から３月以内・週 3 日を限度） 

 ２４０単位/日 ２４７円 

（Ⅱ） 
（入所日から３月以内・週 3 日を限度） 

１２０単位/日 １２４円 

療養食加算（１日に３回を限度）   ６単位/回 ７円 
栄養マネジメント強化加算 １１単位/日 １２円 
再入所時栄養連携加算 ２００単位/回 ２０６円 
経口移行加算 ２８単位/日 ２９円 
経口維持加算（Ⅰ） ４００単位/月 ４１１円 
      （Ⅱ） １００単位/月 １０３円 
口腔衛生管理加算（Ⅰ） ９０単位/月 ９３円 
        （Ⅱ）   １１０単位/月 １１３円 
排せつ支援加算 （Ⅰ） １０単位/月 １１円 

        （Ⅱ） １５単位/月 １６円 
        （Ⅲ） ２０単位/月 ２１円 

在宅復帰在宅療養支援機能加算（Ⅰ）基本型のみ ５１単位/日 ５３円 
在宅復帰在宅療養支援機能加算（Ⅱ）在宅強化型のみ ５１単位/日 ５３円 
サービス提供体制強化加算   （Ⅰ） ２２単位/日 ２３円 

（Ⅱ） １８単位/日 １９円 
（Ⅲ） ６単位/日 ７円 

緊急時施設療養費   
 緊急時治療管理（月３日限度） ５１８単位/日 ５３２円 
 特定治療 点数×１０円  
所定疾患施設療養費（Ⅰ）（月に連続する７日を限度）   ２３９単位/日 ２４６円 
所定疾患施設療養費（Ⅱ）（月に連続する１０日を限度） ４８０単位/日 ４９３円 
褥瘡マネジメント加算（Ⅰ） ３単位/月 ３円 

（Ⅱ） １３単位/月 １４円 
高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ） ５単位/回 ６円 
入所前後訪問指導加算（Ⅰ） ４５０単位/回 ４６３円 
入所前後訪問指導加算（Ⅱ） ４８０単位/回 ４９３円 
外泊時費用（月６日限度） ３６２単位/日 ３７２円 
在宅サービスを利用したときの費用（月６日限度） ８００単位/日 ８２２円 
生産性向上推進体制加算（Ⅰ） １００単位/回 １０３円 
           （Ⅱ） １０単位/回 １１円 
退所時情報提供加算（Ⅰ）   ５００単位/回 ５１４円 
         （Ⅱ） ２５０単位/回 ２５７円 
入退所前連携加算     （Ⅰ）   ６００単位/回 ６１７円 
             （Ⅱ） ４００単位/回 ４１１円 
退所時栄養情報連携加算 ７０単位/回 ７２円 
ターミナルケア加算１１ 
（死亡日３１日以上～４５日以下） 

７２単位/日 ７４円 

ターミナルケア加算２１（死亡日４日以上～３０日以下） １６０単位/日 １６５円 
ターミナルケア加算３１（死亡日前日及び前々日） ９１０単位/日 ９３５円 
ターミナルケア加算４１（死亡日） １，９００単位/日 １，９５２円 

自立支援促進加算 ３００単位/月 ３０９円 
科学的介護推進体制加算  （Ⅰ） ４０単位/月 ４１円 
             （Ⅱ） ６０単位/月         ６２円 

安全対策体制加算 ２０単位/回 ２１円 
介護職員処遇改善加算（Ⅱ）  所定単位数×０．０７１ 

※上記金額は、実際の精算時には端数処理により若干の金額の違いが生じることがあります。   



 
【個人負担２割の場合】 

※ 基本報酬単価に対して地域加算１０．２７が乗算されます 

 

◆基本料金（１日の個人負担分） 

①『在宅強化型』 

区 分 
多床室 従来型個室 

単位 金額 単位 金額 

要介護 １ ８７１単位/日 １，７８９円 ７８８単位/日 １，６１９円 

要介護 ２ ９４７単位/日 １，９４５円 ８６３単位/日 １，７７３円 

要介護 ３ １，０１４単位/日 ２，０８３円 ９２８単位/日 １，９０６円 

要介護 ４ １，０７２単位/日 ２，２０２円 ９８５単位/日 ２，０２３円 

要介護 ５ １，１２５単位/日 ２，３１１円 １，０４０単位/日 ２，１３６円 

②『基本型』 

区 分 
多床室 従来型個室 

単位 金額 単位 金額 

要介護 １ ７９３単位/日 １，６２９円 ７１７単位/日 １，４７３円 

要介護 ２ ８４３単位/日 １，７３２円 ７６３単位/日 １，５６８円 

要介護 ３ ９０８単位/日 １，８６５円 ８２８単位/日 １，７０１円 

要介護 ４ ９６１単位/日 １，９７４円 ８８３単位/日 １，８１４円 

要介護 ５ １，０１２単位/日 ２，０７９円 ９３２単位/日 １，９１５円 

  

◆その他加算（※下記の加算項目に該当した場合には、個人負担金が必要になります） 

サービス内容 算定単位 金額 
初期加算（Ⅰ）(入所日から３０日以内) ６０単位/日 １２４円 

（Ⅱ）(入所日から３０日以内) ３０単位/日 ６２円 

夜勤職員配置加算  ２４単位/日 ５０円 
認知症ケア加算  ７６単位/日 １５６円 
協力医療機関連携加算（Ⅰ） （令和 7 年 3 月 31 日まで） 
              （令和 7 年 4 月 1 日より） 

１００単位/月 
５０単位/月 

２０６円 
１０３円 

          （Ⅱ） ５単位/月 １１円 
認知症行動・心理症状緊急対応加算 （７日間を限度） ２００単位/日 ４１１円 
若年性認知症利用者受入加算 １２０単位/日 ２４７円 

リハビリテーションマネジメント計画書情報加算（Ⅰ） ５３単位/月 １０９円 

（Ⅱ） ３３単位/月 ６８円 

短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ） 

（入所日から３月以内） 
２５８単位/日 ５３０円 

              （Ⅱ） 

（入所日から３月以内） 
２００単位/日 ４１１円 

認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ） 
（入所日から３月以内・週 3 日を限度） 

 ２４０単位/日 ４９３円 
 

（Ⅱ） 
（入所日から３月以内・週 3 日を限度） 

１２０単位/日 ２４７円 



療養食加算（１日に３回を限度）   ６単位/回 １３円 
栄養マネジメント強化加算 １１単位/日 ２３円 
再入所時栄養連携加算 ２００単位/回 ４１１円 
経口移行加算 ２８単位/日 ５８円 
経口維持加算（Ⅰ） ４００単位/月 ８２２円 
      （Ⅱ） １００単位/月 ２０６円 
口腔衛生管理加算（Ⅰ） ９０単位/月 １８５円 
        （Ⅱ）   １１０単位/月 ２２６円 
排せつ支援加算 （Ⅰ） １０単位/月 ２１円 

        （Ⅱ） １５単位/月 ３１円 
        （Ⅲ） ２０単位/月 ４１円 

在宅復帰在宅療養支援機能加算（Ⅰ）基本型のみ ５１単位/日 １０５円 
在宅復帰在宅療養支援機能加算（Ⅱ）在宅強化型のみ ５１単位/日 １０５円 
サービス提供体制強化加算   （Ⅰ） ２２単位/日 ４５円 

（Ⅱ） １８単位/日 ３７円 
（Ⅲ） ６単位/日 １３円 

緊急時施設療養費   
 緊急時治療管理（月３日限度） ５１８単位/日 １，０６４円 
 特定治療 点数×１０円  
所定疾患施設療養費（Ⅰ）（月に連続する７日を限度）   ２３９単位/日 ４９１円 
所定疾患施設療養費（Ⅱ）（月に連続する１０日を限度） ４８０単位/日 ９８６円 
褥瘡マネジメント加算（Ⅰ） ３単位/月 ６円 

（Ⅱ） １３単位/月 ２７円 
高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ） ５単位/回 １１円 
入所前後訪問指導加算（Ⅰ） ４５０単位/回 ９２５円 
入所前後訪問指導加算（Ⅱ） ４８０単位/回 ９８６円 
外泊時費用（月６日限度） ３６２単位/日 ７４４円 
在宅サービスを利用したときの費用（月６日限度） ８００単位/日 １，６４４円 
生産性向上推進体制加算（Ⅰ） １００単位/回 ２０６円 
           （Ⅱ） １０単位/回 ２１円 
退所時情報提供加算（Ⅰ）   ５００単位/回 １，０２７円 
         （Ⅱ） ２５０単位/回 ５１４円 
入退所前連携加算     （Ⅰ）   ６００単位/回 １，２３３円 
             （Ⅱ） ４００単位/回 ８２２円 
退所時栄養情報連携加算 ７０単位/回 １４４円 
ターミナルケア加算１１ 
（死亡日３１日以上～４５日以下） 

７２単位/日 １４８円 

ターミナルケア加算２１（死亡日４日以上～３０日以下） １６０単位/日 ３２９円 
ターミナルケア加算３１（死亡日前日及び前々日） ９１０単位/日 １，８６９円 
ターミナルケア加算４１（死亡日） １，９００単位/日 ３，９０３円 

自立支援促進加算 ３００単位/月 ６１７円 
科学的介護推進体制加算  （Ⅰ） ４０単位/月 ８２円 
             （Ⅱ） ６０単位/月         １２４円 

安全対策体制加算 ２０単位/回 ４１円 
介護職員処遇改善加算（Ⅱ）  所定単位数×０．０７１ 

※上記金額は、実際の精算時には端数処理により若干の金額の違いが生じることがあります。   

 

 

 

 

 



 

 

【個人負担３割の場合】 

※ 基本報酬単価に対して地域加算１０．２７が乗算されます 

 

◆基本料金（１日の個人負担分） 

①『在宅強化型』 

区 分 
多床室 従来型個室 

単位 金額 単位 金額 

要介護 １ ８７１単位/日 ２，６８４円 ７８８単位/日 ２，４２８円 

要介護 ２ ９４７単位/日 ２，９１８円 ８６３単位/日 ２，６５９円 

要介護 ３ １，０１４単位/日 ３，１２４円 ９２８単位/日 ２，８５９円 

要介護 ４ １，０７２単位/日 ３，３０３円 ９８５単位/日 ３，０３５円 

要介護 ５ １，１２５単位/日 ３，４６６円 １，０４０単位/日 ３，２０４円 

②『基本型』 

区 分 
多床室 従来型個室 

単位 金額 単位 金額 

要介護 １ ７９３単位/日 ２，４４４円 ７１７単位/日 ２，２０９円 

要介護 ２ ８４３単位/日 ２，５９８円 ７６３単位/日 ２，３５１円 

要介護 ３ ９０８単位/日 ２，７９８円 ８２８単位/日 ２，５５１円 

要介護 ４ ９６１単位/日 ２，９６１円 ８８３単位/日 ２，７２１円 

要介護 ５ １，０１２単位/日 ３，１１８円 ９３２単位/日 ２，８７２円 

  

◆その他加算（※下記の加算項目に該当した場合には、個人負担金が必要になります） 

サービス内容 算定単位 金額 
初期加算（Ⅰ）(入所日から３０日以内) ６０単位/日 １８５円 

（Ⅱ）(入所日から３０日以内) ３０単位/日 ９３円 

夜勤職員配置加算  ２４単位/日 ７４円 
認知症ケア加算  ７６単位/日 ２３４円 
協力医療機関連携加算（Ⅰ） （令和 7 年 3 月 31 日まで） 
              （令和 7 年 4 月 1 日より） 

１００単位/月 
５０単位/月 

３０９円 
１５４円 

          （Ⅱ） ５単位/月 １６円 
認知症行動・心理症状緊急対応加算 （７日間を限度） ２００単位/日 ６１７円 
若年性認知症利用者受入加算 １２０単位/日 ３７０円 

リハビリテーションマネジメント計画書情報加算（Ⅰ） ５３単位/月 １６４円 

（Ⅱ） ３３単位/月 １０２円 

短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ） 

（入所日から３月以内） 
２５８単位/日 ７９５円 

              （Ⅱ） 

（入所日から３月以内） 
２００単位/日 ６１７円 

認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ） 
（入所日から３月以内・週 3 日を限度） 

 ２４０単位/日 ７４０ 
 



（Ⅱ） 
（入所日から３月以内・週 3 日を限度） 

１２０単位/日 ３７０円 

療養食加算（１日に３回を限度）   ６単位/回 １９円 
栄養マネジメント強化加算 １１単位/日 ３４円 
再入所時栄養連携加算 ２００単位/回 ６１７円 
経口移行加算 ２８単位/日 ８７円 
経口維持加算（Ⅰ） ４００単位/月 １，２３３円 
      （Ⅱ） １００単位/月 ３０９円 
口腔衛生管理加算（Ⅰ） ９０単位/月 ２７８円 
        （Ⅱ）   １１０単位/月 ３３９円 
排せつ支援加算 （Ⅰ） １０単位/月 ３１円 

        （Ⅱ） １５単位/月 ４７円 
        （Ⅲ） ２０単位/月 ６２円 

在宅復帰在宅療養支援機能加算（Ⅰ）基本型のみ ５１単位/日 １５７円 
在宅復帰在宅療養支援機能加算（Ⅱ）在宅強化型のみ ５１単位/日 １５７円 
サービス提供体制強化加算   （Ⅰ） ２２単位/日 ６８円 

（Ⅱ） １８単位/日 ５６円 
（Ⅲ） ６単位/日 １９円 

緊急時施設療養費   
 緊急時治療管理（月３日限度） ５１８単位/日 １，５９６円 
 特定治療 点数×１０円  
所定疾患施設療養費（Ⅰ）（月に連続する７日を限度）   ２３９単位/日 ７３７円 
所定疾患施設療養費（Ⅱ）（月に連続する１０日を限度） ４８０単位/日 １，４７９円 
褥瘡マネジメント加算（Ⅰ） ３単位/月 ９円 

（Ⅱ） １３単位/月 ４０円 
高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ） ５単位/回 １６円 
入所前後訪問指導加算（Ⅰ） ４５０単位/回 １，３８７円 
入所前後訪問指導加算（Ⅱ） ４８０単位/回 １，４７９円 
外泊時費用（月６日限度） ３６２単位/日 １，１１６円 
在宅サービスを利用したときの費用（月６日限度） ８００単位/日 ２，４６５円 
生産性向上推進体制加算（Ⅰ） １００単位/回 ３０９円 
           （Ⅱ） １０単位/回 ３１円 
退所時情報提供加算（Ⅰ）   ５００単位/回 １，５４１円 
         （Ⅱ） ２５０単位/回 ７７１円 
入退所前連携加算     （Ⅰ）   ６００単位/回 １，８４９円 
             （Ⅱ） ４００単位/回 １，２３３円 
退所時栄養情報連携加算 ７０単位/回 ２１６円 
ターミナルケア加算１１ 
（死亡日３１日以上～４５日以下） 

７２単位/日 ２２２円 

ターミナルケア加算２１（死亡日４日以上～３０日以下） １６０単位/日 ４９３円 
ターミナルケア加算３１（死亡日前日及び前々日） ９１０単位/日 ２，８０４円 
ターミナルケア加算４１（死亡日） １，９００単位/日 ５，８５４円 

自立支援促進加算 ３００単位/月 ９２５円 
科学的介護推進体制加算  （Ⅰ） ４０単位/月 １２３円 

             （Ⅱ） ６０単位/月         １８５円 

安全対策体制加算 ２０単位/回 ６２円 
介護職員処遇改善加算（Ⅱ）  所定単位数×０．０７１ 

※上記金額は、実際の精算時には端数処理により若干の金額の違いが生じることがあります。   

 

 

 



◆その他の料金（食費、居住費等） 

サービス種別 内容等 利用料 

食 費 
朝食、昼食、夕食の 

食材料費と調理代 

注１） 

２，０９０円/日 

朝食 ５８０円 

昼食 ７９０円 

（おやつ含む） 

夕食 ７２０円 

居住費 

多床室 光熱水費  ６２０円/日 ６２０円/日 

個 室 
室料  １，１４０円/日 

光熱水費  ６１０円/日 
１,７６０円/日 

＊外泊時も居室の確保料として居住費を頂きます。（段階毎の料金となります。） 

サービス種別 利用料 

日常生活費 

（石鹸、シャンプー、ティッシュ、文房具等） 
注２）     ２６０円/日 

教養娯楽費 実 費 

洗濯代 ７７０円/ネット 

理美容代 １，０００円/回 

家電持込み料（１点につき） ５５円/日 

＊食費と居住費については別添資料１を参照ください。 

注１） 

＊食費は国が定める利用者負担限度額段階（第１～３段階）に該当していない利用者については、提

供された食事分のみが請求されます。 

注２） 

＊上記提示した日常生活品については、利用者等が希望する場合は持ち込みも可能です。 

＊料金を提示したもの以外に、利用者等からの依頼により購入する日常生活品については実費となり

ます。 

◆その他の料金（診断書料、健康管理費等） 

サービス種別 利用料 

一般診断書 ５，５００円 

死亡診断書 ５，５００円 

死亡診断書追加 ５，５００円 

社会福祉施設への診断書 ５，５００円 

証明書類 １，１００円 

健康管理費（予防接種等） 実費 

その他の雑費 実費 

 

 

 



＊医療について 

当施設の医師で対応できる医療、看護につきましては介護保険給付サービスに含まれていますが、

当施設の医師で対応できない処置や手術及び病状の著しい変化に対する医療については、協力医療

機関等での往診や入通院により対応し、医療保険適用により別途自己負担があります。 

◆加算内容 

加  算 内       容 

初期加算（Ⅰ） 

 

施設での生活に慣れるために様々な支援をさせていただくため、入所

した日から３０日間に限って加算されます。 

（急性期医療を担う一般病棟への入院後 30 日以内に退院された方に

限ります。） 

初期加算（Ⅱ） 施設での生活に慣れるために様々な支援をさせていただくため、入所

した日から３０日間に限って加算されます。 

夜勤職員配置加算 夜勤の職員配置について基準を上回る配置を行っている場合に加算

されます。 

認知症ケア加算 認知症専門棟においてケアを受けることが適当であると医師が認めた

利用者について個性、心身の状況、生活歴等を具体的に把握した上、

適切な職員配置を行い、ケアを行った場合に加算されます。 

協力医療機関連携加算 

 （Ⅰ） 

相談・診療を行う体制を常時確保し、緊急時に入院を受け入れる体制

を確保している協力医療機関と連携している場合に加算されます。 

協力医療機関連携加算 

 （Ⅱ） 

上記以外の協力医療機関と連携している場合に加算されます。 

認知症行動・心理症状 

緊急対応加算 

医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が

困難であり、緊急に介護保険サービスが必要であると判断した利用者

に対して、介護サービスを提供した場合に加算されます。 

若年性認知症利用者受

入加算 

若年性認知症患者を受入、本人や家族の希望を踏まえた介護サービ

スを提供した場合に加算されます。 

リハビリテーションマネジ

メント計画書情報加算 

（Ⅱ） 

多職種協働により、入所者ごとのリハビリテーション実施計画書

を作成し、その情報を厚生労働省に提出していることで加算され

ます。リハビリテーション計画書については入所者またはその家

族に説明し、継続的にリハビリテーションの質を管理しています。 

短期集中リハビリ 

テーション実施加算（Ⅰ） 

 

医師の指示により理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、

入所の日から３月以内の期間に週３回以上集中的にリハビリテー

ションを行った場合、かつ、原則として入所時及び１月に１回以

上ＡＤＬ等の評価を行うとともに、その評価結果等の情報を厚生

労働省に提出し、必要に応じてリハビリテーション計画を見直し

ている場合に加算されます。 

短期集中リハビリ 

テーション実施加算（Ⅱ） 

医師の指示により理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、

入所の日から３月以内の期間に週３回以上集中的にリハビリテー

ションを行った場合に加算されます。 



認知症短期集中 

リハビリテーション 

実施加算（Ⅰ） 

 

医師の指示により理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、入

所の日から３月以内の期間、認知症入所者の在宅復帰を目的として行

うものであり、記憶の訓練、日常生活活動の訓練等を組み合わせたプ

ログラムを週３回実施すること、かつ、入所者が退所後生活する居宅ま

たは施設等を訪問し、リハビリテーション計画書を作成することで加算さ

れます。 

認知症短期集中 

リハビリテーション 

実施加算（Ⅱ） 

 

医師の指示により理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、

入所の日から３月以内の期間、認知症入所者の在宅復帰を目的と

して行うものであり、記憶の訓練、日常生活活動の訓練等を組み

合わせたプログラムを週３回実施することで加算されます。 

療養食加算 医師の指示により利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及

び内容の療養食を提供した場合は、１食（１日３食を限度とし）につき加

算されます。 

栄養マ ネ ジメ ント強化 

加算 

利用者の栄養状態の改善・維持を目指すための体制（管理栄養士 2

名以上の配置）の充実や、栄養状態や食事の摂取状況の観察、丁寧

な栄養ケアを行うことで算定される加算です。利用者の栄養ケアマネジ

メントの強化を目的としています。また、ＬＩＦＥ（科学的介護情報システ

ム）へデータ提出が必要であり、データに基づいた質の高いケアが求

められます。 

再入所時栄養連携加算 入所者が医療機関に入院し、施設入所時と大きく異なる栄養管理が必

要となった場合に、当苑と医療機関の管理栄養士が連携し、再入所後

の栄養ケア計画を作成し栄養管理を行った場合に加算されます。 

経口移行加算 摂食機能障害で誤嚥が認められる利用者について、継続して経口摂

取を進めるために、医師の指示に基づく栄養管理を行った場合に加算

されます。 

経口維持加算（Ⅰ） 摂食機能障害で誤嚥が認められる利用者について、栄養管理をする

ための食事の観察及び会議等を行ない、経口による継続的な食事の

摂取を進めるために、医師の指示に基づく栄養管理を行った場合に加

算されます。 

経口維持加算（Ⅱ）        経口維持加算（Ⅰ）の要件に加えて、医師（施設以外の医師）、協力歯

科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合に加算されま

す。 

口腔衛生管理加算（Ⅰ） 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対

して、利用者の口腔ケアに係る技術的な助言及び指導を年２回以上行

った場合に加算されます。 

口腔衛生管理加算（Ⅱ） 口腔衛生管理加算（Ⅰ）の要件に加えて、 

口腔衛生等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、口腔衛生等の 

管理の実施に当たって、適切な実施のために必要な情報を活用してい

る場合に加算されます。 



排せつ支援加算（Ⅰ） 排泄障害等のため、利用者に対し、多職種が協働して支援計画を作

成し支援した場合に加算されます。 

排せつ支援加算（Ⅱ） 排泄障害等のため、利用者に対し、多職種が協働して支援計画を作

成し支援した場合に加算されます。 

①施設入所時と比較して排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善し、

いずれにも悪化がない時。 

②おむつ使用がなくなった時。 

①②いずれかの場合について加算されます。 

排せつ支援加算（Ⅲ） 排泄障害等のため、利用者に対し、多職種が協働して支援計画を作

成し支援した場合に加算されます。 

①施設入所時と比較して排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善し、

いずれにも悪化がない時。 

②おむつ使用がなくなった時。 

①②両方の場合について加算されます。 

在宅復帰在宅療養支援

機能加算（Ⅰ） 

基本型のみ 

施設における在宅への退所者の割合や重度の入所者の割合に応じた

評価について加算されます。 

在宅復帰在宅療養支援

機能加算（Ⅱ） 

在宅強化型のみ 

施設における在宅への退所者の割合や重度の入所者の割合に応じた

評価について加算されます。 

サービス提供   

体制強化加算  （Ⅰ） 

 

 

①介護福祉士が８０％以上配置されている。 

②勤続１０年以上の介護福祉士が３５％以上配置されている。 

①②いずれかの場合で、サービスの質の向上に資する取組を実施して

いる場合について加算されます。 

サービス提供   

体制強化加算 （Ⅱ） 

・介護福祉士が６０％以上配置されている場合に加算されます。 

サービス提供   

体制強化加算 （Ⅲ） 

①介護福祉士５０％以上配置されている。 

②常勤職員が７５％以上配置されている。 

③７年以上の勤続年数のある者が３０％以上配置されている。 

①②③いずれかの場合に加算されます。 

緊急時施設療養費     

緊急時治療管理 

 

特定治療 

 

 

・利用者の容体が急変した場合等、緊急時に所定の対応を行った場合

は、１日につき加算されます。（１月に１回連続する３日を限度） 

・特定のリハビリテーション、処置、手術、麻酔または放射線治療が行

われた場合、診療報酬に対して加算されます。 

所定疾患施設療養費 

（Ⅰ） 

所定の疾患に対して、投薬、検査、注射、処置等が行われた場合は、1

日につき加算されます。（１月に１回連続する７日を限度） 

所定疾患施設療養費 

（Ⅱ） 

 

感染症対策に関する研修を受講した医師が、診断および診断に至っ

た根拠に基づいて実施した投薬、検査、注射、処置等が行われた場合

は、１日につき加算されます。（１月に１回連続する１０日を限度） 



褥瘡マ ネ ジメ ント加算

（Ⅰ） 

 

褥瘡発生を予防するため、関連職種が共同して入所者ごとに褥瘡管

理に関する褥瘡ケア計画を作成し、褥瘡管理を実施した場合に加算さ

れます。 

褥瘡マ ネ ジメ ント加算

（Ⅱ） 

 

褥瘡発生を予防するため、関連職種が共同して入所者ごとに褥瘡管

理に関する褥瘡ケア計画を作成し、褥瘡管理を実施し、なおかつ、褥

瘡の発生がない場合に加算されます。 

高齢者施設等感染対策

向上加算（Ⅱ） 

感染対策に係る一定の要件を満たす医療機関から、施設内で感染

者が発生した場合の感染制御等の実地指導を３年に１回以上受け

ている場合に加算されます。 

入所前後訪問指導加算 

（Ⅰ） 

 

入所予定日前３０日以内又は入所後７日以内に利用者が退所後生活

する居宅を訪問し、施設サービス計画の策定及び診療方針を決定した

場合に加算されます。 

入所前後訪問指導加算 

（Ⅱ） 

入所前後訪問指導加算（Ⅰ）の要件に加えて、生活機能の具体的な改

善目標を定めるとともに、退所後の生活に係る支援計画を策定した場

合に加算されます。 

外泊時費用 

（月６日限度） 

外泊をされた場合には、１日につき上記の施設サービス費に代えて１

割負担の利用者は３７２円、２割負担の利用者は７４４円、３割負担の利

用者は１，１１６円となります。ただし、外泊の初日と施設に戻られた日

は、入所日同様の扱いとなり、外泊扱いにはなりません。 

在宅サービスを利用した

ときの費用（月６日限度） 

外泊時に当苑より提供される在宅サービスを利用した場合に加算され

ます。ただし、外泊の初日と施設に戻られた日は、加算されません。 

生産性向上推進体制加

算（Ⅰ） 

生産性向上推進体制加算（Ⅱ）の要件を満たし、（Ⅱ）のデータに

より業務改善の取組による成果が確認されていること、かつ見守

り機器等のテクノロジーを複数導入していること、職員間の適切

な役割分担（いわゆる介護助手の活用等）の取組等を行っている

場合に加算されます。 

生産性向上推進体制加

算（Ⅱ） 

利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減

に資する方策を検討するための委員会の開催や必要な安全対策を

講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続

的に行うこと、また、見守り機器等のテクノロジーを１つ以上導

入している場合に加算されます。 

退所時情報提供加算 

（Ⅰ） 

居宅等に退所した場合に、入所者の主治医等に対して、当該入所

者の診療情報、心身の状況、生活歴等の情報を提供した場合に加

算されます。 

退所時情報提供加算 

（Ⅱ） 

退所後医療機関に入院した場合に、当該医療機関に対して、入所

者の心身の状況、生活歴等の情報を提供した場合に加算されます。 

入退所前連携加算（Ⅰ） 退所に先立って、入所予定日前３０日以内又は入所後３０日以内に退

所後の居宅サービス等の利用方針を定めること。また、居宅介護支援

事業者の介護支援専門員と連携し、退所後の居宅におけるサービスの

調整を行った場合に加算されます。 



入退所前連携加算（Ⅱ） 退所に先立って、居宅介護支援事業者の介護支援専門員と連携し、

退所後の居宅におけるサービスの調整を行った場合に加算されます。 

退所時栄養情報連携加

算 

特別食を必要とする入所者又は低栄養状態にあると医師が判断し

た入所者が退所する際に管理栄養士が退所先の医療機関等に対し

て、当該者の栄養管理に関する情報を提供する場合に加算されま

す。 

ターミナルケア加算 

 

医師、看護師、介護職員等が協同して入所者の状態又は家族の求め

に応じ随時説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われている場

合に加算されます。  （死亡日以前 31 日以上～45 日以下） 

（死亡日以前４日以上～30 日以下）（死亡日前日及び前々日）（死亡日） 

自立支援促進加算 当苑医師が入所時と、その後6月に1回、自立支援計画等の策定等に

参加し、定期的な医学的評価を行うこと。また多職種協働で自立支援

計画等の策定し、ケアの実施を行い、3 月に 1 回見直しをした場合に加

算されます。 

科学的介護推進体制加

算（Ⅰ） 

入所者の、ＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況、心身の状

況等の基本的な情報を厚生労働省に提出した場合に加算されます。 

科学的介護推進体制加

算（Ⅱ） 

科学的介護推進体制加算（Ⅰ）の要件に加えて、 

疾病の状況や服薬情報等の情報を厚生労働省に提出した場合に加

算されます。 

安全対策体制加算 外部研修を受けた担当者が、安全対策部門を設置し、安全対策実施

体制が整備されている場合に加算されます。 

介護職員処遇改善加算 （Ⅱ）・所定単位数×０．０７１ 

３．支払い方法 

請求書の送付 毎月１７日頃に、前月分の請求書を発行し利用者または保証人の指定さ

れた宛先に送付いたします。 

支払い方法 

 

お支払い方法は、原則口座振替となります。やむを得ず現金窓口支払い

の場合は契約時にご相談下さい。 

・口座振替の場合は、翌月４日（４日が休業日の場合は翌営業日）の引き

落としとなります。再引き落とし日はありません。 

・現金窓口支払いの場合は事務所窓口にて末日までにお支払い下さい。   

［受付時間］  月曜日～金曜日 ： ９：００～17：００ 

領収書の交付 

 

利用料金の支払いを受けたときは、利用者または保証人の指定する者に

対して、領収書を所定の方法により交付します。 

 

 

 

 

 

 

 



＜別紙３＞ 

個人情報の利用目的 
 

介護老人保健施設ケアピースでは、利用者・利用者家族の尊厳を守り安全に配慮する施設理念

の下、お預かりしている個人情報について、利用目的を以下のとおり定めます。 

 

【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】 

□介護老人保健施設内部での利用目的 

１．当施設が利用者等に提供する介護サービス 

２．介護保険事務 

３．介護サービスの利用者に係る当施設の管理運営業務のうち 

 ・入退所等の管理 

 ・会計・経理 

 ・事故等の報告 

 ・当該利用者の介護・医療サービスの向上 

□他の事業者等への情報提供を伴う利用目的 

１．当施設が利用者等に提供する介護サービスのうち 

 ・利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅護支援事業所等との

連携（サービス担当者会議等）、 照会への回答 

 ・利用者の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合 

 ・検体検査業務の委託その他の業務委託 

 ・家族等への心身の状況説明 

２．介護保険事務のうち 

 ・保険事務の委託 

 ・審査支払機関へのレセプトの提出 

 ・審査支払機関または保険者からの照会への回答 

・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談または届出等 

 

【上記以外の利用目的】 

□当施設の内部での利用に係る利用目的 

１．当施設の管理運営業務のうち 

 ・医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

 ・当施設において行われる学生の実習への協力 

 ・当施設において行われる事例研究 

□他の事業者等への情報提供に係る利用目的 

１．当施設の管理運営業務のうち 

 ・外部監査機関への情報提供 

 

 

 

 

 



別添資料１ 

 

「国が定める利用者負担限度額段階（第１～３段階）」 
に該当する利用者等の負担額 

 

○ 利用者負担は、所得などの状況から第１～第４段階に分けられ、国が定める第１～第３段階の利

用者には負担軽減策が設けられています。 

 

○ 利用者が「利用者負担」のどの段階に該当するかは市町村が決定します。第１～第３段階の認

定を受けるには、利用者ご本人（あるいは代理人の方）が、ご本人の住所地の市町村に申請し、

市町村より「介護保険負担限度額認定証」を受ける必要があります。この利用者負担段階につい

て介護老人保健施設が判断・決定することはできません。また、「認定証」の提示がないと、いった

ん「第４段階」の利用料をお支払いいただくことになります。（「認定証」発行後、過払い分が「償還

払い」される場合があります） 

 

○ 利用者負担第１・第２・第３段階に該当する利用者とは、おおまかには、介護保険料段階の第１・

第２・第３段階にある次のような方です。 

【利用者負担第１段階】 

   生活保護を受けておられる方か、所属する世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金を

受けておられる方 

【利用者負担第２段階】 

   所属する世帯全員が市町村民税非課税で、かつ課税年金収入額と合計所得年金額が８０万円

以下の方 

【利用者負担第３段階①②】 

   所属する世帯全員が市町村民税非課税で、利用者負担第２段階以外の方 

①年金収入等が８０万超１２０万以下で、預貯金額などの合計が単身者の場合は５５０万円以下、

夫婦の場合は１,５５０万円以下の方 

②年金収入等が１２０万超で、預貯金額などの合計が単身者の場合は５００万円以下、夫婦の 

場合は１,５００万円以下の方 

○ 利用者負担第４段階の利用者の方であっても高齢者二人暮らし世帯などで、お一人が施設に

入所しその利用料を負担すると、ご自宅で暮らす方の生活が困難になると市町村が認めた方は、

「利用者負担第３段階」の利用料負担となります。 

○ その他詳細については、市町村窓口でおたずね下さい。 

 

負担額一覧表（１日当たりの利用料）          

 

 食 費 
利用する療養室のタイプ 

従来型個室 多床室 

利用者負担第１段階 ３００ ５５０ ０ 

利用者負担第２段階 ３９０ ５５０ ４３０ 

利用者負担第３段階① ６５０ １，３７０ ４３０ 

利用者負担第３段階② １,３６０ １，３７０ ４３０ 


